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　令和５年度　第３回　文化財保護委員会

　２０２３年（令和５年）１１月２０日（月）
　午後６時２５分～午後７時３０分

　藤沢市役所８階　８－１会議室
0

　伊藤一美、大野敏、川口徳次郎、川地啓文、矢島律子　

　郷土歴史課　菊地課長　磯崎課長補佐　川口上級主査
　　　　　　　芦葉担当　石井担当
　街なみ景観課　岡課長　竹中課長補佐　湯本上級主査

議題１については、登録有形文化財「桔梗屋　店蔵・主
屋・文庫蔵」の本格的な活用に向けた取り組みについて、
現地視察を踏まえた質疑が行われた。

議題２については、事務局から経過報告の後、質疑が行わ
れた。

１　国登録有形文化財「桔梗屋　店蔵・主屋・文庫蔵」の
　　取り組みについて（公開）

２　社会教育事務の市長部局への移管について（公開）
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それでは第３回の文化財保護委員会をこれから開催させていただき

ます。 

お手元にある次第に従って進めさせていただきますけれども、本日

の議題は協議事項と、それからその他で一件用意されております。 

それではまず協議事項、（１）ということでございますが、国登録有

形文化財の桔梗屋の店蔵と主屋と文庫蔵、これらの取り扱いについ

てということでございます。ご説明をお願いいたします。 

 

それではご説明いたします。本日、先ほどご覧いただいた桔梗屋で

すが、平成２５年１２月に国登録有形文化財に登録されまして、か

つての藤沢宿の景観を現在に伝える貴重な建物として所有者により

保存されてきました。令和２年１０月に市が取得をさせていただき

ましてからは、藤沢市が文化財の所有者として保存活用を進めてい

ますが、本日はその取り組みについて、委員の皆様からのご意見を

伺いまして、今後に活かしていきたいと考えているところです。 

詳細については担当部署の街なみ景観課の職員が行います。それで

はよろしくお願いいたします。 

 

それではお配りした資料の「国登録有形文化財桔梗屋の取組につい

て」を説明させていただきます。リード文のところは事務局から説

明がありましたとおりです。 

令和２年１０月以降、当課は本格活用に向け、公民連携でどういっ

た活用ができるのか、探っている状況にあります。そのための足が

かりとして、昨年度、耐震診断、耐震改修案の検討、及び地質調査を

行いました。その結果を踏まえ、今年度はサウンディング型市場調

査として、管理・運営業者、設計事務所、技術者、ゼネコンなど、参

加された事業者のみなさまの意見を参考にしながら、どういった事

業手法が相応しいかを検討する段階に入ります。 

これまでの主な取組としましては、令和２年１０月に市が取得し、

令和３年度に建物を調査し、図面を作成しました。 

令和４年度には、寄附を受けた以外の公社が先行取得した庭の部分

と、駐車場部分の土地について買い戻しを行いました。 

令和５年度におきましては、公民連携による活用を進めるために、

アドバイザリー業務委託業者と一緒に事業手法の整理等を行い、令

和６年度内に事業者を選定する予定です。今年度１０月から民間事
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業者へのサウンディング型市場調査を行いました。 

国登録有形文化財の取り扱いについては、先ず大前提として、この

店蔵・主屋・文庫蔵の３棟が国の登録有形文化財になっていますの

で、今後改修するにあたっては登録有形文化財から外れないよう、

今後文化庁とも協議をしていく必要があります。外観について、現

状をそのまま残す、残さなければならないということではないと思

いますので、どういった形の改修であれば認めてもらえるか等、文

化庁と調整をしていきたいと考えています。 

登録有形文化財としては景観、外観を重視していますので、内部は

どう改修してもよいと言えるとは思いますが、所管課としては可能

な限りオリジナルを残しながら活用したいと考えています。 

とは言っても一方では、外観だけ残せばいいのではないかという考

え方もあります。事業者の選定に向けた主な取組におけるサウンデ

ィング型市場調査においては、民間事業者の柔軟な発想や知見に基

づくアイディアを募集するために、１０月中下旬に個別の形で、参

加された民間事業者に聴き取りを行い、どのような事業手法や条件

設定をすれば魅力的な活用を図れるのか、コスト縮減につながるの

か等、整理しているところであります。 

２ページ目に移ります。昨年度から今年度にかけて、トライアルサ

ウンディング（民間事業者のお試し活用）として、いろいろな事業者

に店蔵を代わる代わる使っていただいて、事業の可能性を探りまし

た。その他様々なイベントを実施し、来場者へのアンケートを行い、

どういった使われ方がよいと思われるか等の調査を実施していま

す。 

今年度は、活用事業者の選定に向け、先ず事業手法を検討するにあ

たって有識者を含む活用事業者選定委員会を設置します。外部有識

者４名には、有形文化財への登録にあたってご協力をいただいた先

生にも入っていただく予定です。 

スケジュールとしては、今年度中に事業手法を精査・決定し、来年

度、事業者募集のための要綱を策定し、来年度後半、事業者選定に係

る審査を実施しようと考えています。全体のスケジュールといたし

ましては、令和６年度の事業者選定後、令和７年度から９年の間に

設計及び工事を行い、令和９年度末に開業できればと考えています。 

別添資料に移ります。昨年度実施した耐震診断結果を簡単にまとめ

たものです。極めて稀に発生する地震におきましては、かなりのも

のが NG となっています。この結果を踏まえ、耐震改修計画案を策定
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しました。ただし、この方法で進めていきたいとは考えておらず、耐

震改修方法の可能性とその事業費について概略を把握するために、

一案を作成したものです。 

Ａ３資料に基づき、改修案の概要を説明させていただきます。店蔵

については、外観の部分では、屋根重量を軽くするために、葺き土の

除去や瓦屋根の葺き替えを行うもの。正面入口の両脇の窓を塞いで

耐震壁を設置する。基礎については１回建物をジャッキアップして

ベタ基礎とする。内部については、外壁の内側を構造用合板で補強

し、袖壁を設けるものです。 

主屋につきましては、店蔵と構造的に縁を切ること、一度解体し、傷

んでいる部材を交換する、基礎についても作り直します。柱を新設

したり、現況の壁位置に構造用合板による補強をしています。 

文庫蔵につきましては、旧東海道に面する正面の外壁以外の外壁を

一度はつり軽量化する、屋根の葺き土の除去及び瓦の葺き替えによ

り軽量化します。基礎については、既存石積基礎の内側にコンクリ

ート基礎を設ける内容です。 

費用として、店蔵が 3,600 万円、主屋 6,200 万円、文庫蔵 3,600 万

円を想定しています。 

ただ、繰り返しになりますが、この改修方法は一案として捉えてお

り、サウンディング型市場調査における個別対話で、歴史的建築物

の改修実績のある設計事務所等から別の方法、例えばビス止めのた

めに柱をスクリューでもんでしまわないような方法など、様々なご

意見をいただきましたので、これを参考としながら、事業手法の決

定につなげていければと思います。 

全体計画としては、街なみ継承ガイドラインに基づき、歴史・文化の

継承や回遊性の向上に資する活用を図ってまいりたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

説明がございました。本件については先ほど現地を御覧いただいて

おりますので、その点も踏まえてご意見、ご質問があればお願いし

たいと思います。 

 

現地を１回ご覧いただいただけだとイメージがつきづらいと思いま

して、資料としてお渡しいたしましたカラー刷りの「桔梗屋」という

リーフレットをご覧ください。 

街なみ景観課と郷土歴史課で協力して作ったもので、改めてイメー
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ジしていただきながら、どういうポイントが評価されているのかな

ど概略を少し説明させていただきます。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

説明させていただきます。桔梗屋の概略ですが、江戸時代の頃から

東海道の藤沢宿において、茶や紙の問屋として代々営んでいた旧家

でございます。現在の残っている建物は、明治４４年ごろを中心に

建てられたもので、改修を続けながら令和２年度まで店舗として利

用されていた建物でございます。 

評価のポイントとしましては、後世に改造があるものの、建築当初

の姿をよく残しており、各所の造作からは優秀な左官技術がうかが

える点、また、この建物の特徴である黒漆喰の外壁と観音開窓など

の意匠が、江戸型と呼ばれる店蔵の典型的な特徴とされる点、あと

は明治から大正期にかけての旧藤沢宿の街なみが、いわゆる土蔵造

の蔵や店舗が建ち並ぶ蔵の町だったのですが、そのかつての景観を

現代に伝える貴重な存在であることが評価されて国登録有形文化財

に登録されました。 

それぞれの建物の特徴ですが、リーフレットの中面を開いていただ

きますと、左側の列にそれぞれの建物の主な内容が記してあります。 

まず店蔵ですが、桔梗屋の特徴的な建物の一つとなっております。

外壁の黒漆喰塗りですとか、二階に設けられている観音開窓とかな

ど、これらが店蔵の特徴となっております。 

皆さんに見ていただいた正面にあるガラス戸などは、平成元年に改

造されたものではありますが、蔵の町として評判だった頃、明治か

ら大正時代に大体１５棟ぐらい土蔵造りの建物が、藤沢宿のこの街

なみにあったと言われているのですが、その当時あった店蔵のうち

現存しているのは、こちらの桔梗屋がただ唯一となっております。 

主屋の方は、店蔵から続いて建っている構造物になっているのです

けれども、そのまま店の人たちの生活空間というような意味合いの

建物になっています。 

特徴としては、店蔵と同時に建設されたものと判断されて、その点

も評価されておりまして、あとはそれぞれの建物、部屋の中の造作

物が質の高い作りとなっていて、良質で落ち着いた空間を作り上げ

ているということも評価されています。 

次に文庫蔵です。こちらは元々桔梗屋の建物ではなくて、桔梗屋が
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この土地で建物を建てたときに、隣に面していた別の店舗の文庫蔵

だったんですが、それを後に桔梗屋が取得して、桔梗屋の文庫蔵と

して利用していたものになっております。 

明治から大正にかけて、何度か改修も行われておりますが、元々の

建築は文久元年 1861 年に建築された文庫蔵になっておりまして、江

戸期の建築物が現存する数少ない事例として評価されております。

以上となります。 

 

資料に配置図もありますが、今ご説明したとおり店舗２件分が一つ

に合わさったというところは、一番真ん中下の店蔵・主屋・文庫蔵と

いう配置概要図の、店蔵の幅ぐらいでずっと鰻の寝床のように境川

の方まで繋がっていたというような形で考えられています。あとプ

ラスされた部分は、主屋の一部も増築されたのではないかとご説明

をさせていただいたところでございます。 

 

はい、ありがとうございました。いかがでございましょうか、何かお

気づきの点、ご意見等々があればお願いしたいと思いますが。 

 

増築倉庫がありますが、この部分の増築時期はいつですか。 

 

特に記録がないのですけれども、５０年６０年以上は経っていると

いうふうなお話だけ伺っております。 

 

これが増築される前は、どんな作りだったのでしょうか。 

 

別の所有者による主屋が、現在の文庫蔵とセットで質屋を営んでい

たと伺っています。主屋が解体され、その後桔梗屋が所有し、増築倉

庫を建てたとお聞きしています。 

 

ただこの桔梗屋さんの主屋の増築は関東大震災後ですよね。 

 

店蔵西面壁ラインを川まで延長したラインより西側の部分は、当初

はなかった増築部分です。 

 

質屋さんを買い取ったのは、関東大震災前ですか。 
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前所有者さんのお話ですと、何回か変遷があったという話もありま

して、詳細を説明できず、申し訳ありません。 

 

というのは、今回増築倉庫部分を取り払うということすが、そうす

ると、その辺をどうやって作るのだろうと。 

 

文化財に登録されていない増築倉庫の部分については、まさに今後

活用事業者を選定する上で、どういった活用をするかが課題となっ

ています。約２０社へのサウンディングからは、この敷地はさほど

広いものではないので、この３棟それぞれ別の事業者が入るよりも、

一括して管理・運営したほうがよいだろう、との意見が大半の意見

でした。 

この増築倉庫自体を解体後新たに何かを建築するか、現状のように

半屋外的な使い方をすることも考えられます。一方で、旧東海道か

ら川まで見通せるのも魅力の１つであるとの意見もございます。 

このあたりは、運営事業者が活用するにあたって、どういった形を

考えられるのか。場合によっては敷地内の別の場所に建物を建てる

というご意見もあります。このため、現段階では増築倉庫自体は１

度撤去いたしますが、この増築倉庫跡をどうするかは、今後の事業

者提案の中で見極めていきたいと思っています。 

 

事業提案をするときには、やはりその歴史的な背景っていうのを全

く無視してしまうわけにはいかないと思います。この増築倉庫はも

ともとどうなっていたのでしょうか。店蔵・主屋・文庫蔵一括で国登

録有形文化財ということからも、その歴史的な背景を大事にしない

といけないと思います。 

 

やはりそのあたりは当課も重要視しておりまして、プロポーザルに

おける事業者提案について歴史的背景を重要視しているのか、建物

のオリジナルの部分を残しているのか、採点評価項目に入れていけ

ればと思います。 

 

はい。ありがとうございました。こういう部分を大切にしてほしい

とか、そういう意見はきっとこれからも出てくると思います。 

文化財保護委員会の先生方は、多分あまり手を加えるな、とかそう

いうご意見が出るのじゃないかなという気がするのですが、もう少
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し具体的にならないとなかなか具体的なご意見は申し上げられない

かな、という気がします。基本的にはあんまりいじらないで活用し

ていく方が好ましい、という感想でございます。 

いわゆる文化財の活用ということでこの取り組みをなさっているの

ですが、藤沢市としては初めての試みということですかね。その辺

今後も多分影響してくると思いますので、いろいろな観点から検討

されて、良いものができると大変よろしいかなという気はいたしま

す。 

 

まさに委員長におっしゃっていただいた通りに、やはり何を残さな

ければならないのかというのは、その活用という点から言えば、自

分たちの使い勝手のいいようにうまく改造したいという事業者さん

もあるかもしれません。ただ、私ども街なみ景観課と郷土歴史課と

しては、どういったところが大事であるかを捉えて、どういったよ

うなところを残してもらいたいということをきちんと伝える必要が

あると考えています。 

全てを残さなければならないという考え方もあるかもしれません

が、一方では活用していくにあたっては、ここだけは残さなければ

ならないというところをいかに多く残せるか、ということも必要で

はないかと思っている中で、今日皆さんに見ていただいたようなと

ころを多く残すためにはですね、どういった視点からどういった工

夫をして、意見としてどのように伝えていくか、というところが今

回ご相談させていただいた趣旨になります。 

 

そういう位置づけということで、協議事項とさせていただきます。 

何かお気づきの点であればご意見をどうぞお願いしたいと思いま

す。 

 

国の登録有形文化財、しかも藤沢市さんがお持ちになってるという

ことで、本日の議題はこの資料の１枚目の２の登録有形文化財外観

を４分の１以上変更するときには現状変更が必要だ、という項目に

関係するかどうかということがあります。 

登録を抹消するということは、基本的にはないと思うのですが、そ

の前に修理計画を相談する段階で文化庁からその計画はどうなんだ

という指導的助言があるはずです。 

登録から抹消されるということは余程のことがないとあり得ないと
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思うのですが、登録文化財の前提は、魅力ある建物が日本中にたく

さんあってそれを大事にしていきましょうと、だけどあんまり行政

はお金出せませんので、建物が良いと言って、所有者さんがどこが

良いのかを理解して、その良さをプライドを持って残してもらうと

いうことが趣旨です。建物の中をいじってもいいですよというのは、

それは所有者さんのモラルに期待してるわけです。 

だから、「建物内部は自由にして良い」と本気で考える人は、所有者

としてはどうかなということはありますが、多くの登録文化財所有

者は建物の外観と内部ともに大事に考えてくれています。登録文化

財制度自体も外観だけ褒めてるわけではないのですが、基本的には

外観は維持してほしい、道路からよく見える範囲、通常望見できる

範囲というものを登録時に提出していて、通りから一般の人たちが

見たとき歴史的な建物があるな、よく残してくれているな、という

ことを見せることが最低限の目標です。 

一方で、所有者の立場からしたら、外観だけ価値があるのではなく

て、内部も含めて魅力ある建物なので、一般の人には外から見せて

あげればいいわけですが、内部も魅力を失わないか範囲で生活しや

すい形式への変更も規制を受けず実施したいという意向にも配慮し

ているということです。 

もともと文化財の登録有無を抜きにして建物時からしっかりと所有

者あるいは引き継いだ人たちが大事に残してきたものが歴史的建造

物には多いです。それは必ずしも外観だけじゃなく、しっかりとし

た建具が残っているとか、柱１本１本、天井、基礎の素材など良いと

ころがあるわけですよね。だからその魅力みたいなものどう認識す

るか、そうすると、基本的にはそういったものを「文化庁が文句言わ

ないからやってもいいよね」じゃなくて、所有者が登録文化財とし

て評価された建物の魅力継承をどう考えるかです。そう考えるとこ

の資料のア、イ、ウ、エ、辺りというのはあまり感心できる文言では

ないと思います。 

それと、この耐震改修計画ですが、店蔵についてどなたが耐震改修

の提案をされたかわかりませんけど、多分文化財をやったことない

構造事務所ですよね。 

 

有資格者の木造限界耐力計算に関する知見に基づき今回の案を作成

しています。しかし、先ほどご説明したように、この案で改修すると

決定したものでないことをご理解いただければと思います。 
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店蔵は土蔵造りが特徴ですよね。土蔵造りは燃えない作り「防火建

築」なわけです。燃えたら困るのですね。外回りの壁は全部土が塗っ

てあって厚い壁になっていて、正面の建具も一応防火にしている。

それに対して改修案の瓦屋根の葺土を撤去して重量軽減する空葺き

提案は、防火構造でなくすることで、火事のときに屋根から燃える

危険が生じることになり、こういうことを考えること自体が僕はナ

ンセンスだと思います。土蔵造りの建物を改修するのに、防火構造

じゃなくしましょうっていう発想自体がおかしい。そういうことを

考えてはいけないのです。 

次のイはジャッキアップで既存基礎を撤去し、RC の基礎を新設する

っていうのは既存基礎をどこまで考慮しているかわからないです

が、先ほど見た石積の３段ぐらいの部分のことを言ってるのであれ

ば、確かに石積だと地震のときに崩れるかもしれない。それをどこ

までコンクリートで置き換えるという話になってくるのですが、今

日少し建物を見ただけでも、基礎の不陸による不同沈下が店蔵も文

庫蔵も感じなかった、ということは、ここの基礎は藤沢宿における

伝統的な軟弱地盤対策として以前見たような松くいを用いた筏地業

による基礎を作ってあるかもしれません。基礎工事を始めたらそう

いうものが出てくると、ものすごく長い松杭を抜かねばならないこ

とになって大工事になるし、元々強い基礎が作ってあるものをわざ

わざ壊して、基礎を置き換える必要はないはずです。それは税金の

無駄遣いですから。そういうことも考えた上でこの提案ですけれど

も、安易に RC に置き換えるのではなくて、今、本当に基礎を作り変

えなきゃならない状況なのかということは、初見でも判断できるは

ずなので、そうした判断も含めて、これは基礎は活かせる、基礎から

やり直さなければ駄目かもしれない、等と柔軟に提案できないとう

まくないですね。 

ウのところは課長さんおっしゃったようにやはり内部のところがい

くら自由にしていいって言っても、土蔵造部分と通常の伝統木造軸

組との接続部分は、一種のエクスパンション部分として地震の際に

はその部分は破損するけれどもお互いの文化財建築本体への損傷を

抑えるという考えで、合板等で対応するのが費用対効果と文化財へ

のダメージが少ないという点で、良い方法ではないか、ということ

です。 

瓦葺きの重量軽減に関しては、どうしても重量を軽減させるのだっ
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たらですけど、全体の重量の土の壁の重さから見たら屋根の重さは

たいしたことないと思うので、果たしてそれがいいのかどうかとい

うことですね。耐震改修の場合、今後検討を進めるのであれば、東大

に２人、文化財建造物の耐震性能向上など礎指導してくださる先生

がいます。腰原幹夫教授（鎌倉市建長寺仏殿ほかで指導）と藤田香織

教授（鎌倉の登録文化財三河屋ほかで指導）です。そういう方にアド

バイスをもらうとかしたほうがいいと思います。 

文庫蔵に関してはかなり基礎が良かったのですが、文化庁の目録を

見ると、大正１０年の改修が一番大きな改修だというふうに多分認

識されていますね。ここで今日の資料で大正１０年と１４年とその

後修理していると書いてありますけど、文化庁の登録の書類を出す

ときには大きな改修をした年代を書きなさいっていう指示がありま

す。そこでは大正１４年を拾ってるので、大正１４年の修理が一番

大きいというふうに認識しているみたいですね。 

それは多分調書にもそう書かれたのかもしれません。ということは

関東大震災の後に修理をしているので、それがどのくらいだったの

かっていうことにもなると思うのですけど、その辺も調べた上で、

基礎まで改修したとすると、少なくとも、大正の修理の後からは基

礎はかなりしっかりしてる。それがもしかしてこのコンクリートの

基礎の上に石が積んでであるとかということなのでちょっとわかり

ませんが、その辺はちゃんと調べた上で、もしコンクリートの基礎

があるのであればそれを活かした耐震補強も考えられるかもしれま

せん。 

その辺も藤田先生か腰原先生に相談すれば、既存のものを生かしな

がら効果的に構造補強することを指導してくださると思います。 

住宅の場合は開口部が多いので、何箇所か構造補強をしなければな

らないということで、部分的に壁を増やすとか、鉄骨で支えるとか、

その場合は下の方にコンクリートの基礎をつけて、何か枠を作るみ

たいなことになると思うのですね。 

そして、もしこれだけの金額をかけて修理ができるのであれば、一

つは、コロナの影響で財源が途切れて休止状態ですが、登録文化財

の磨き上げ事業に申請可能なエリアだと思うので挑戦してみる必要

があると思います。何割かは補助がでますのでぜひ検討するべきだ

と思います。 

そして相応の金額をかけるのであれば、登録文化財にとどまるとい

う見通しではなくて、南関東で唯一の土蔵造りかもしれないという
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評価、これはすごく大事なことだと思うのですが、これを念頭に価

値を損なわない工事を行い、登録で今修理をした後に、ちゃんと工

事をやりました、建物についても工事中にしっかり調べました、そ

の結果は報告書として記録しました、という結果を期待したいです。 

その報告書がもしかしたら店蔵を国の重文に推薦する基礎資料にな

る可能性はあります。少なくとも店蔵は、明治の建物であっても、こ

れだけのものがあまり存在しないので、しっかり直して、評価をし

てもらうと、重要文化財の可能性があると思います。 

ですから「登録文化財だから修理内容も調査もこの程度で良い」と

いう基準を先に決めない方が良いです。登録文化財はいろんな可能

性があります。登録文化財で登録抹消になったものの多くは格上げ

になっています。他の文化財のカテゴリーに上がって登録が抹消さ

れています。 

近年、所有者の都合でどうしても壊さざるを得ないとかっていうも

のが増えてはいますが、登録文化財制度は全国に存在意する良い建

築を発見していく使命があるので、現在はそのクラスじゃないかも

しれないけれども、決して登録止まりではないので、ボーダー決め

てしまわないで、かなり可能性があるということも踏まえた上で、

計画立ててほしいと思います。すいません長くなりました。 

 

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

今回の耐震改修案を作成した事務所とともに第三者評定機関に相談

しながら進めてきた経緯があります。当初の案では、建物の現状を

できるだけ変えない前提で、耐震ダンパー、柱と梁のところにちょ

っとした金物で補強する方法で進めておりましたが、第三者評定機

関との協議の中で今回の案を示すに至っています。 

サウンディング型市場調査における民間事業者個別対応のなかで、

当課といたしましても今回案に納得しているものではありません。

有識者や類似実績を有する設計事務所等のご意見を参考にしていき

たいと考えています。 

文化財の改修方法や考え方は、その都度大きく変わってきていると

聞いています。関東大震災をくぐり抜けている実情等から、計算上

の評価方法も変わってくるのではないかと思います。改修にあたっ

ては、できるだけ既存の形態を傷めず、将来的に新たな工法を採用

できる、可逆的な方法に考えをシフトしていきたいと考えています。
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活用事業者選定委員会で、こうした知見を有する方に委員として参

加いただき、いろいろなお知恵を借りながら、事業者を選定してま

いります。 

 

はいありがとうございます。安心しました。 

 

他にいかがでございましょうか？ 

 

敷地の問題について一言。 

店蔵の平面形式は中土間型と言われるタイプです。通り土間形式で

ないため、屋敷の奥に土間で入る場合に店蔵のどちらかの側面に通

路部を設ける必要があります。ちょうど通用門があるとこの範囲ま

では、敷地の可能性はあるのではないかと思うので、その辺は注意

してもらった方がいいかもしれませんね。 

土地の台帳みたいなのがあれば、敷地の間口と奥行の間数が１間６

尺などと書いてあります。それが現状店蔵の幅だったら、敷地はま

さに店蔵幅と同じということになります。その場合はどうやって奥

まで行ったのか。かなり苦労しているのだと思います。しかし、土間

が通り抜けできてない場合には、東か西に入口があって、その場合

は側面に出入口がついているのが普通です。 

現在の店蔵にも、建物の側面に出入口がついていましたよね。それ

で藤沢駅の側にあと一間ぐらいは敷地があると考えた方が自然なん

ですよね、そこは今後注意した方が良いです。 

 

当時どういう敷地だったか把握しておりませんが、現在駐車場とな

っているところまでが旧桔梗屋の敷地です。 

 

西側の方は確かにご説明の通り、綺麗に揃っているので敷地境界ま

で建てた可能性があります。いかにも町家らしい感じ。 

ちなみに妻面外側に大型の波板が貼ってあるのも、あれかなり古い

年代ものだと思うので、外壁養生としても十分機能しているので慎

重に扱った方が良いと思います。つまり本来の黒漆喰壁が経年劣化

で剝離等の傷みを生じた面を養生したものですが、その養生自体が

昭和初期かそれ以前のものである可能性があり、すでに歴史性を帯

びて一つの景観になっているのです。ですから、単純に「波型トタン

は後設だから修理の際には撤去する。それは復原になるので文化庁
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も当然納得する良いこと」と頭から決めつけないで、中古の店蔵の

歴史として評価したうえで、修理時の対応を考えてほしいと願いま

す。 

 

何をどこまで残すのかと同様に、どこまで戻すのか悩んでいるとこ

ろです。建設当時まで戻すのがいいのか。先生のご指摘のとおり、そ

の改修も歴史の一つとして捉え、店蔵入口のつくりなど増築してい

る部分を戻すのか等、検討すべき点だと思います。 

 

ですから無理に使いにくくする必要はないと思うので、今使ってる

部分は後から直します、という説明をすれば良いだけの話で、あま

りこの時点で、変に改修しなくても、全体として重厚な町家の雰囲

気が正面でこれだけ十分出てるので、ガラス戸があるとか、窓を設

けたらいのことは許容範囲だとおもいます 

 

はい、何か他にお気づきのことでありましょうか。 

あとはまた後でスケジュールの説明があるのでしょうけれども、な

んていうのでしょうか、この建物は活用する必要があって、残すだ

け、というわけではないのでしょう。 

そういうものっていうのはその提案の中に具体的に出てくるものな

のですか。 

 

そうですね。今回の個別対話の中でも、飲食店であれば３棟のうち

の一つを飲食にする、また宿泊施設も考えられる等があがります。

いずれにしてもいろいろと改修しないと、特に飲食店の場合には厨

房を設けなければならないと思います。そのままただ見学に使うと

いうことは考えておりません。 

 

ですからやっぱり残す部分と変えてもいい部分、何かそれをちょっ

ときちっと考えながらやらないと、とんでもないことになってしま

うんじゃないかなというふうに思います。 

 

トライアル・サウンディングにおいても、お客様は、店に入るとみな

さん一度ぐるっと建物を見渡します。こういうのもいいね、と。大

概、その次は柱であったり、壁であったりを触るんです。それが本物

なのか、偽物なのかによって、かなり印象が変わってしまうと思い
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事務局 

ます。当課としては、やはりオリジナルのものを残したいという考

えがあります。 

 

いかがでございましょうか。はい、特にないようでございますので、

この議題については一応これで終わらせていただきと思います。 

今後のスケジュールと、また、どういう進め方をしていくのかをあ

わせてご説明いただければと思います。 

 

この桔梗屋の事業は、今年度中に、どういった事業手法で公民連携

した活用ができるのかを決定し、来年度の下半期頃に募集を開始す

る予定です。様々な事業者に提案をしていただきたいので、提案の

検討期間を十分確保したい。また、設計期間や工事期間も慎重に考

えなければならないと思います。 

今のところ令和９年度の終わりに開始できればと考えております

が、それより後ろにずれ込む可能性があると思います。やはり、この

建物を末永く残し活用していきたいと考えておりますので、適正な

設計や工期等を見据えながら、今後のスケジュールを再検討してい

こうと考えております。 

 

はい。ありがとうございました。そのような計画があるということ

でご承知おきいただければと思います。計画はこれからかなり具体

化していくのだろうと思うのですけど、何かフィードバックといい

ましょうか、今こういう状況だということはこの委員会に報告いた

だけますでしょうか。 

はい。これでこの件については終わらせていただきたいと思います。

どうもご苦労さまでございました。ありがとうございます。 

 

では本件につきましてはまた改めて何か進捗があるたびにご報告を

させていただきたいと思います。これで街なみ景観課の職員の方は

退席させていただきます。 

 

お疲れ様でした。続きましてその他ということで、議題が１件ござ

います。、社会教育事務の市長部局への移管ということでございます

か。ご説明をお願いいたします。 

 

それでは私の方からご説明をさせていただきます。こちら前回７月
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の会議で皆様からいろいろとご意見をいただいたところです。その

ご意見を持って本日午前中に、社会教育委員会議に伺い、文化財保

護委員会と浮世絵館運営委員会で、それぞれ出たご意見を説明して

きました。 

社会教育委員会議の皆様からのご意見としては、教育長が責任を持

ってきちんと取り組むべきであるとか、きちんとした形で教育とし

て取り組むのがよい、というようなご意見もいただいたところでご

ざいます。 

また、移管することで何がどう変わるのか、何が良くなるのか、具体

的に説明してほしいというご意見があり、説明をいたしました。 

今回は、私どもと合わせて図書館も説明をいたしましたが、少し時

間をかけて社会教育委員会議の中でも整理をしたいので、情報提供

や説明をしてもらいたい、とお話をいただいたところです。こちら

の委員会でもご意見をいただきましたが、私たちはどういった形で、

文化財保護に取り組んでいくか、またその活用をどうしていくべき

かについては、社会教育委員会議の委員さんたちの中でも、同じよ

うに捉えていただいていると感じたところでございます。 

引き続き、移管することが良いのかどうかというところも含めて、

きちんとご議論いただいた上であるべき姿に落ち着く形を考えてい

きたいと思います。以上、本日会議に出席しての速報になりますが、

また改めて議事録などでお示しできるようになりましたら、皆様に

も情報提供させていただきます。以上でございます。 

 

はい、ありがとうございました。ただいまのご説明がございました

けれども、ご質問ございましょうか。 

いつ頃結論が出るのでしょうか。何かそのスケジュールっていうの

はお持ちですか。 

 

進捗次第かとは思いますが、今年度中に諮問に対する答申を出した

いと伺っています。 

 

よろしゅうございましょうか。はい。特にないようでございますの

で、予定されていた議題は、一応全部終わりましたので、何か他に委

員会以来のことであれば、お願いしたいと思います。 

 

ちょっといいですか。２点あるのですけれども、１点目は以前の委
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員会で報告があった、慈眼寺の混生樹のことですが、夏は暑かった

のですが、どこかで１回行ってこなきゃいけないなと思って、８月

の終わり頃に見に行きました。そしたら、たまたま植木屋さんがち

ょうど手入れをしていて、話を詳しく聞くことができました。先代

の住職がお亡くなりになったので、詳しいことが本当にわからなく

なっちゃったのだけど、ということで話は聞いたのですが、看板に

もありましたけど、数十年前昭和の時代に今の位置に移植したそう

です。どこから移植したかというと、裏山かららしいということで、

元々藤が岡の柄沢の山の中にあったものを持ってきたものだそうで

す。 

僕はもうてっきり人が盆栽で作ったものだと思っていたのですが、

そうじゃなくて、自然のものだということがわかりました。確かに

かなりな数の木がぐるぐる巻きになっているのですけれども、その

中の１本、何の木かちょっと判断がつかないのですが、多分スダジ

イだと思うんのですけれども、もう完全に枯れておりまして、この

ままの状態だと、朽ちたところからボンと落ちる可能性があるので、

あれも危険なので切らなきゃいけないなと思ったのですが、他の木

部分に関しては大変健康そうな様子だったので。今の状態で見守っ

ていいくのしかないのかなと思いました。 

それから２点目ですが、私はガイドクラブに今年から入って活動し

ているのですが、来年の２月２９日に大庭城ガイドに私がリーダー

として任されました。ガイドクラブには８０人の会員が、４つの班

にわかれて２０人ずつのグループをつくり、私は A 班にいるのです

けれども、会長も私と同じ班におります。昨日、大庭城について、学

芸員さんにお願いをしてガイドクラブ A 班の中の１０人が集まって

勉強会を現地で開催し、非常に丁寧に教えていただきました。現地

で以前に皆さんと行きましたが、あれよりもっと詳しくいろいろな

ところを教えていただきました。非常に面白いお城だということが

学芸員さんの魂を込めた解説で、みんなに伝わりまして、ガイドク

ラブとしても、今まで江の島と藤沢宿をメインに通年のガイドを行

っていたので、それに並べて大庭城もやっていかなきゃいけないね、

というようなことで、藤沢ベスト３に入れましょうという話で盛り

上りました。郷土歴史課には大変お世話になるということで皆さん

喜んでおりました。 

以上です。 
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委員長 

 

ありがとうございます。何か他に委員の方ございましょうか？ 

特にないようでございますので、進行は事務局の方にお返しをしま

す。 

 


